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　町民の皆様は、小鹿野町社会福祉
協議会（以下「社協」という）につい
て、ご存じのことと存じます。社協は社

会福祉法人で法人格を有しています。
　社協は、一般会員、賛助会員、特別会員で構成さ
れ、執行機関としての理事会、議決機関として評議員
会を組織しています。町長である私が社協の会長を
務めさせていただいており、事業執行の責任者となっ
ております。
　本町社協の基本理念は、地域住民が可能な限り住
み慣れた地域で安心して生活していけるよう「助けあ
い、支えあう、こころ豊かなまちづくり」の実現を目指し
ています。この基本理念に基づき社協独自事業や町か
らの受託事業を行っています。社協の事業を詳細に紹
介することは紙面の都合でできませんが、社協独自事
業では在宅サービス事業の福祉有償運送事業「ハッ
ピー・パートナー（移送サービス）」を紹介します。この
事業を利用できる対象者は、町内に住所を有し、社協
会員で、介護保険法の要支援・要介護認定を受けてい
る方や身体障害者手帳をお持ちの方などで単独では
移動が困難な方となっています。主な移送範囲は町内
や秩父郡市内（埼玉県内は可）で、医療機関、買い物、
イベントなどへの送迎で、出発地、目的地のどちらかが
町内とします。車両の運転はボランティアの方が担当し

ています。利用は予約制となっており、利用の際には利
用料金をお支払いいただきます。利用をご希望される
方は、社協事務局(☎75-4181)までお問い合わせくだ
さい。
　また、町からの受託事業では、地域福祉活動支援事
業の「いきいきサロン事業」を紹介します。区長さんや
町健康サポーターさんのご協力を賜り、各地区、年1～
2回実施させていただいております。内容は、町保健課
からのお知らせや薬剤師さんからの薬の飲み方、簡単
な体操や誰でも楽しめる軽スポーツなどです。令和6年
度は延べ千人を超える町民の皆様の参加をいただき
ました。町民の皆様には是非、奮ってご参加いただきた
いと存じます。
　最後になりますが、全国社会福祉協議会会長である
村木厚子氏（元厚生労働省事務次官）が「社協は地
域の状態を幅広く把握して、現場を知る立場で必要な
福祉の事業やサービスを考え、関係者や地域住民とと
もに不足している事業や今後必要なサービスを立ち上
げて実践することができる。そこが社協の強みであ
る。」と述べられていらっしゃいます。小鹿野町の社協も
村木氏の言葉にあるように町民のニーズを把握して、
町民生活を守る事業を今後とも展開をして参りたいと
存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

小鹿野町社会福祉協議会の活動について
こんにちは
町長です

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ

事業名 事業場所等 契約額
両神中学校敷地用地測量業務委託 両神薄地内 11,088,000円
小鹿野町営バス運行業務委託 小鹿野町内及び秩父市内 100,481,040円

事業名 事業場所等 契約額

小鹿野小中学校体育館空調設備工事（再１）小鹿野地内 114,400,000 円

町道117号線道路改良工事（3工区その3）小鹿野地内 5,368,000 円
令和8年度設備機械運転・
保守管理及び清掃、宿日直業務委託

国民健康保険
町立小鹿野中央病院 34,716,000 円

第10期小鹿野町総合保健福祉計画
策定業務委託 小鹿野町全域 4,092,000 円

光干渉断層撮影装置購入事業 国民健康保険
町立小鹿野中央病院 11,627,000 円
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秩父消防署西分署からのお知らせ

3月1日(日)から7日(土)までの一週間は春の火災予
防運動期間です。
これから火災が発生しやすい時期を迎えます。令和7年
2月には、岩手県大船渡市で林野火災が発生し、それまで
の降水量の少なさや発生日前後の乾燥、強風等の影響に
より甚大な被害をもたらしました。
　皆さんも火の取扱いには十分に注意し、火災の発生を
防ぎましょう。万が一発生し
た場合にも冷静に対応して
いただき被害を最小限にと
どめ、火災から尊い命と貴重
な財産を守りましょう。

住宅用火災警報器
　火災予防運動期間を
に設置され
を点検し、正常に
切れていな

タバコの火災に
　秩父管内
発しています
タバコの不

たつもりのタ
皿の中から出
の喫煙は、火の

タバコ火災防止のポイント
■灰皿に水を入れておき、こまめに清掃しましょう。
■灰皿の周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。
■タバコは必ず水で消火し、吸殻は直接ゴミ箱に捨てず、決められた場所
に捨てましょう。
■布団の上での喫煙や寝タバコは絶対にやめましょう。
■指定されている場所で喫煙しましょう。
■タバコのポイ捨てはやめましょう。
■くわえタバコでの作業や歩きタバコはやめましょう。
■山林内での喫煙は、大規模林野火災の原因となる可能性があるた
め、やめましょう。

令和8年3月1日（日）～7日
春の火災予防運動20
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	2603-1819健康づくり2・医療.pdf
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